
　○　海上運送法に基づく行政処分等　（旅客船事業者） 四国運輸局

処分年月日 事業者名 本社所在地 処分等の種類 違反等の概要 命令又は指導の内容 当該警告により付された違反点数 当該事業者に付された累積違反点数

３１点 ３１点

 ①船長は、船舶安全法第１８条に基づき、最大搭載人
員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと。

 ②経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、輸送の
安全確保のため、船舶安全法をはじめとする関係法令
及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原則の徹底
に主体的に関与し、安全マネジメント態勢を適切に運営
すること。

 ③安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づ
き、関係法令の遵守と安全最優先の原則を徹底すると
ともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。

 ④運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船
舶の運航の管理その他の輸送の安全の確保に関する
業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして
その実施の確保を図ること。

 ⑤安全統括管理者は、安全管理規程第２０条に基づ
き、規程の内容に変更が生じたときは、遅滞なく規程の
変更を発議し、経営トップは、規程の変更を決定し、届
け出ること。

 ⑥運航管理者は、安全管理規程第２２条に基づき、配
乗計画を作成又は改定する場合は、輸送の安全の確
保上必要と認める事項について、その安全性を検討し
た上で作成又は改定し、経営トップが決定すること。

 ⑦運航管理者は、安全管理規程第２９条に基づき、乗
船した旅客数を必ず船長に連絡すること。

 ⑧船長は、安全管理規程第３０条に基づき、発航前検
査を終え出港するとき等は、必ず運航管理者に連絡す
ること。

 ⑨船長は、安全管理規程第３７条に基づき、「船内巡視
実施要領」の定めるところにより、船内巡視を実施させ
ること。

 ⑩安全統括管理者は、安全管理規程第３９条に基づ
き、アルコール検知器を用いた検査体制を構築するこ
と。

 ⑪船長は、安全管理規程第４１条に基づき、船舶の点
検整備を実施した際に、点検簿に記載すること。

 ⑫安全統括管理者及び運航管理者は、安全管理規程
第５１条に基づき、乗組員等に対し安全管理規程（運航
基準、作業基準、事故処理基準及び地震防災対策基
準を含む。）、船員法及び海上衝突予防法等の関係法
令その他輸送の安全を確保するために必要と認められ
る事項について、理解しやすい具体的な安全教育を定
期的に実施し、その周知徹底を図ること。

令和8年1月21日 （株）真鍋海運
香川県観音寺市

港町
輸送の安全確保

命令

　令和７年１０月１２日、株式会社真鍋海運の旅客船「Ｐ
ＯＰＥＹＥ２」が、伊吹島真浦港から出港中に、入港して
きた漁船と衝突する事故が発生した。これを受けて、海
上運送法第２５条第１項に基づく立入検査を実施したと
ころ、船舶安全法等に違反する事実が確認された。


